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ブログも随時更新中！ブログではイベントやちょっとした出来事を乗せています。
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たまには真面目なお話 part2

前回の続きという事で「合理的配慮」のお話をさせて頂きたいと思います。
合理的配慮とは平成28年（2018年）4月1日から施行をされた「障害者差別解消法」
（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）において定められました。
現在は、行政機関や学校などの公的施設に関しては「義務」とされ、私たちの様な民
間事業所においては「努力義務」とされています。しかし、今年の5月に成立した改正
障害者差別解消法において、民間事業者も「義務」の対象となり、3年以内に法律が施
行される事になっています。
この法律の中で求められている事としては、
①障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止
②合理的配慮の提供
の2点となります。

合理的配慮が求められる場面は様々ありますが「障害がある方が現に受けている社会
的障壁の除去」を目指しています。例えば、公共施設におけるバリアフリー化や、視
覚や聴覚に障害がある方向けのコミュニケーションツールの活用などが分かりやすい
でしょう。学校現場に関しても、移動や学習に関して支援をする介助員の配置やLDの
お子さんがパソコンなどを使用して板書をするなどの措置が取られています。
他にも、様々な場面で合理的配慮は実践されていますが、個々の事例は当事者でなけ
れば、なかなか触れる機会もありません。公的機関や民間施設において、合理的配慮
の実践例が紹介されています。もし宜しければ、一度ご覧になってみて下さい。

内閣府：「合理的配慮サーチ」https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html
内閣府：「合理的配慮パンフレット」https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf

この様に、法律の施行から少しずつ合理的配慮の理解も進み環境が整備されています
が、それと同時に合理的配慮の話題がニュースなどに出る時に一定数ネガティブな反
応が見られます。その意見の中で合理的配慮を「わがまま」「特権」「不平等」と取
り扱う言葉が出てきます。なぜその様な考え方になってしまうのか「平等と公正」を
キーワードに、次回お話をさせて頂きます。



キッズサポートにじいろ 活動報告

教 材 紹 介

この教材は「数の順番を覚えて確実なものにする」
事を目的として作りました。何度も繰り返し行う事で

数唱（耳で聞いた情報「いち、に、さん」）と

数字（目で見た情報「１、２、３」）

の一致が出来るようになり、数字を感覚として理解
出来る様になって行きます。
日常生活でのお手伝いや遊びの中でも、「一個ずつ

入れてね。」「○個取ってきてね」など、数を意識して
実際に手と目を使って数の感覚を体感して行く事が数の
理解へとつながります。

にじいろ狭山活動紹介

にじいろ入間活動紹介

夏休みに入りました。
夏休みの主な一日の流れは
始まりの会→主な活動→お昼ご飯→食休み→個別活動→自由遊び→帰りの会、です。
その日の暑さ指数を参考にしながら活動を考えます。活動内容が替わることもあります。
熱中症、感染症の対策をしっかりと行いながら慎重に安全に楽しく過ごして参りたいと思っています。

7月と8月、それぞれ違うメンバーで、にじいろ入間プチ夏祭りを
開催しました。消毒やパーテーション等、感染症対策も実施して
います。射的・輪投げ・スーパーボールすくい・ボウリングの
ゲームや、ポスターを作ってくれたのは、スタディサポートMJ入間
の子ども達です。露店風の食事も用意して、盛り上がりました！

～数の理解①～


